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令和６年度廿日市市奨学生の募集

１ 目的

修学の意欲があり、かつ、経済的理由により修学に困難がある者に対して、学

資を貸し付けることにより、修学の便宜を図り、有用な人材の途を開くことを目

的としています。

２ 奨学生の資格

奨学金の貸付けを受けることができる方は、次の要件を満たしている方になり

ます。

(1) 保護者又は本人（独立して生計を営む者に限る。）が１年以上継続して廿日市

市に住所を有していること。

(2) 学校教育法に規定する高等学校（特別支援学校の高等部を含む。）、高等専門

学校、大学及び専修学校（一般課程は除く。）に在学していること。

(3) 学習意欲があり、行動が健全であること。

(4) 経済的理由により修学が困難であると認められる者であること。

(5) 他の団体から奨学金その他これに類するものの貸付け又は給付を受けていな

いこと。

※ (4)の経済的理由については、別紙の「収入基準表」を参考にしてください。

３ 奨学生の採用数

上記資格を満たす者のうち、廿日市市奨学金制度を運営する上で、適当と認め

られる範囲内（令和６年３月定例市議会での議決後の予算の範囲内で１５名程度

を予定）とします。

４ 貸付金額（月額） （無利子）

※ 奨学金の第１回目は、４月・５月の２か月分を５月に支給する予定です。

５ 奨学金の貸付期間

奨学生が在学する高等学校等の正規の修業期間になります。

６ 貸付申請手続

(1) 申請期間 令和６年３月１日（金）から令和６年３月２９日（金）まで

(2) 申請場所 廿日市市役所４階 教育総務課

区 分 国 公 立 私 立

高等学校 １０，０００円 ２０，０００円

高等専門学校 １０，０００円 ２０，０００円

専修学校（高等課程） １０，０００円 ２０，０００円

専修学校（専門課程） ２０，０００円 ３０，０００円

短期大学・大学 ２０，０００円 ３０，０００円
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(3) 提出書類 ※審査上、必要がある場合は、別に書類を提出していただくことがあります。

ア 申請時に提出する書類

イ 奨学生決定後に提出する書類（奨学生決定者のみ提出）

※ 所得証明書、市税納税証明書、印鑑登録証明書及び住民票の写しの発行に
は、手数料（廿日市市の場合は一通につき３００円）が必要です。

７ その他届出書類
在学確認のため、毎年４月に奨学生の在学証明書を提出していただきます。

８ 奨学金の返還について
(1) 奨学金の返還は、貸付けの終了した月の翌月から起算して６月を経過した後、
１０年以内に返還していただきます。

(2) 貸付終了後、進学した場合は、卒業まで奨学金の返還が猶予されます。
※ 返還の猶予は、申請が必要です。

１
奨学金貸付申請書

（別添）
記入方法については、「申請書の記入方法について」を参照して
ください。

２
奨学生推薦調書

（別添）
在学生にあっては、在学している学校の学校長、新入学生にあっ
ては、卒業した学校の学校長の推薦を受けてください。

３
同意書

（別添）

「保護者（主たる生計維持者）」欄は、必ず記入してください。
「保護者」欄は、父母が共にいる場合に、「保護者（主たる生計
維持者）」欄に記入していない人を記入してください。
氏名は、本人が自署（直筆で署名）してください。
※ 「主たる生計維持者」については、「申請書の記入方法につ
いて」の「４ 保護者住所」を参照してください。

４ 在学証明書等
令和６年度新入生の方は、合格通知書又は入学許可証の写しを添
付してください。

５

住民票の写し

所得証明書

（該当者のみ）

令和５年１月２日以降に本市の住民基本台帳に記録された方は、
保護者（主たる生計維持者）の所得証明書（令和５年度（令和４
年分））を提出してください。
本人又は同一生計の家族で本市に住所を有していない人がいる場
合は、該当者について本籍の記載のある住民票の写し（主たる生
計維持者が単身赴任等によりこれに該当する場合は、加えて主た
る生計維持者の所得証明書（令和５年度（令和４年）分）を提出
してください。

１ 誓約書

連帯保証人２名と連署の上、提出してください。

連帯保証人は、１名は保護者、１名は県内に住所を有し、独

立の生計を営む成年者としてください。

押印する印鑑は、印鑑登録証明書の印を押印してください。

２
市税納税証明書

(滞納がない旨の証明)

連帯保証人２名分を提出してください。

連帯保証人は、１名は保護者、１名は県内に住所を有し、独

立の生計を営む成年者としてください。

市役所税制収納課及び各支所で発行されます。

※ 市外在住者は、居住地の市役所等で発行されます。

３ 印鑑登録証明書
連帯保証人２名分を提出してください。

市役所市民課及び各支所で発行されます。

※ 市外在住者は、居住地の市役所等で発行されます。

４ 住民票の写し

連帯保証人のもので、本籍の記載のあるものを提出してくだ

さい。

※ 保護者の住民票の写しは、不要です。

市役所市民課及び各支所で発行されます。

※ 市外在住者は、居住地の市役所等で発行されます。

５ 口座振替依頼書
奨学生本人名義の口座情報を提出してください。

奨学金は、提出していただいた口座に振り込みます。
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申請書の記入方法について

１ 本人氏名等

奨学生を志望する者（以下「志望者」という。）の氏名（ふりがな）及び生年月

日を記入してください。

２ 志望又は在学する学校名

令和６年４月以降在籍される学校名を省略せず正確に記入してください。

令和６年４月以降在籍される学校の卒業見込み年月を記入してください。

３ 本人住所

志望者が令和６年４月以降に居住する住所及び電話番号を記入してください。

４ 保護者住所

保護者（主たる生計維持者）の住所及び電話番号を記入してください。

※ 保護者（主たる生計維持者）とは、保護者のうち１年間の総収入金額から

必要な経費（給与所得の場合は、「収入基準表」の「給与所得の場合における

控除額」に掲げる算式により算出した控除額）を控除した額（以下「所得

額」という。）が一番多い方をいいます。

（例）

・ 父母が共にいる場合は、いずれか所得額が多い者

・ 父母のいずれか一方しかいない場合は、当該父又は母

・ 父母のいずれもいない場合は、父母に代わって志望者の生計を維持する

方のうち所得額が一番多い者

５ 同一生計の家族 ※令和６年４月以降の状況を記入してください。

(1) 就学者を除く家族

続柄、氏名、年齢、職業及び勤務先を記入してください。続柄は、「父」、

「母」など志望者からみたものを記入してください。

(2) 就学者（本人を除く。）

続柄、氏名、年齢、設置者、就学者控除及び通学別を記入してください。続

柄は、「兄」、「妹」など志望者からみたものを記入してください。

※ 生計を一にしている者は、同居、別居を問わず全員記入してください。

※ 「年齢」は、令和６年４月１日現在で記入してください。

※ 「就学者」とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支

援学校、高等学校、高等専門学校、専修学校（高等課程・専門課程）、短期大

学、大学、大学院に在学する人です。専修学校の一般課程及び各種学校（予

備校等）など上記以外の学校に在学する人は、「就学者を除く家族」欄に記入

してください。

※ 「設置者」は、就学者の学校に該当するものに○印を付けてください。

※ 「就学者控除」は、就学者の学校に該当するものに○印を付けてください。

※ 「通学別」は、就学者が「自宅」から通学しているのか、「自宅外」から通

学しているのか、該当する方に○印を付けてください。
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６ 所得から控除される項目

該当する場合は○印を付け、そのことを証明する書類を添付してください。

(1) 「母子・父子世帯」の控除は、世帯の構成が次に該当する場合です。

ア 母又は父と１８歳未満の子の世帯

イ 母又は父と１８歳未満の子及び６０歳以上で経済力のない（年間所得金額

が５０万円以下のものをいう。）祖父母の世帯

ウ １８歳未満だけの子の世帯

エ 祖父母と１８歳未満の子の世帯

オ 配偶者のいない兄姉と１８歳未満の子の世帯

カ 配偶者のいない兄姉と１８歳未満の子及び６０歳以上で経済力のない祖父

母の世帯

(2) 「障がいのある人」の控除の対象は、次のとおりとします。

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定に

より交付を受けた身体障害者手帳に身体に障がいがあると記載されている者

イ 公害疾病の認定を受けた者で、かつ、当該公害による身体上の障がいのあ

る者

ウ 原子爆弾によって被爆した者で、体の機能に障がいのある者

エ 精神疾患を有する者（知的障害を除く。）のうち、長期にわたり日常生活や

社会生活に制約がある者又は児童相談所若しくは知的障害者更正相談所にお

いて知的障がいの判定を受けた者

オ 常に就床を要し、複雑な介護を要する者

(3) 「主たる家計支持者が別居している世帯」の控除は、別居のために特別に支

出している金額とし、住居費、光熱水道費、家具及び家具用品の実費に限りま

す。

(4) 「長期に療養を必要とする人のいる世帯」の控除は、申請時現在において６

か月以上にわたる期間療養中の者又は療養を必要と認められる者がいる世帯の

次に掲げる費用とします。

ア 医師又は歯科医師に対して支払う診療代・治療代

イ 病院、診療所へ入院するために支出する費用

ウ あんま師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の治療を受けるために支出す

る費用

エ 看護人に対して支払う費用

オ 治療又は療養のために支出する医薬品代

カ 介護保険により受けた介護サービスの自己負担金

(5) 「火災・風水害又は盗難などの被害を受けた世帯」の控除は、前年から申請

時までに被害を受けたことにより将来支出が増大し、又は収入が減少するなど

長期（２年以上）にわたり著しく困窮状態に認められる場合に限ります。

７ 奨学金を希望する理由

必ず本人が記入し、具体的に記入してください。

８ 本人氏名（志望者氏名）及び保護者氏名
必ず本人が記入してください。

問合せ先 〒738-8501 廿日市市下平良一丁目１１番１号
廿日市市教育委員会 教育総務課
ＴＥＬ ０８２９－３０－９２００（直通）


